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第 5 回 新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会議事録

○日時  平成 30 年 3月 15 日（木） 15:00～17:00 

○場所  新潟市役所第 1分館 1-601 会議室 

○出席者 

委員 

学識経験者 

長岡技術科学大学 名誉教授 丸山 久一 

新潟大学工学部 建設学科 教授 阿部 和久 

新潟大学工学部 建設学科 教授 佐伯 竜彦 

長岡高等専門学校 環境都市工学科 准教授 井林 康 

東京大学 生産技術研究所 特任准教授 田中 泰司 

有識者 
新潟ゆとりろーど協議会 委員 栗山 靖子 

ＮＰＯ法人まちづくり学校 理事 中村 美香 

関係団体 

新潟市建設業協会 副会長、土木委員長 藤田 直也 

建設コンサルタンツ協会 北陸支部 橋梁委員会 委員 近藤 治 

建設コンサルタンツ協会 北陸支部 若手技術者ＷＧ 委員 風間 恵 

建設コンサルタンツ協会 北陸支部 若手技術者ＷＧ 委員 飯野 美樹 

日本橋梁建設協会 委員 綱渕 純 

プレストレスト・コンクリート建設業協会 委員 岡田 規子 

オブザーバー

関係行政機関 国土交通省 北陸地方整備局 道路部 道路保全企画官 
舘 敏幸 
（代理：三浦 義則）

関係団体 

新潟市建設業協会 土木委員 副委員長 田澤 稔 

建設コンサルタンツ協会 北陸支部 橋梁委員会 委員 渡辺 敦 

プレストレスト・コンクリート建設業協会 北陸支部 委員 
武田 祐二 
（代理：北澤 利春）

新潟市橋梁維持補修技術協会 事務局長 本田 一郎 

○欠席者 

委員 

学識経験者 
長岡技術科学大学 工学研究科 准教授 宮下 剛 

東京大学 生産技術研究所 准教授 長井 宏平 

オブザーバー

関係行政機関 新潟県 土木部 道路管理課 課長 丸山 和浩 
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○次第 

1.開会 

2.土木部長挨拶 

3.委員長挨拶 

4.議事 

 （1）ＷＧ１（包括的契約検討部会）の取組について 

 （2）ＷＧ２（橋梁維持管理検討部会）の取組について 

 （3）健全度審査会議について 

5.閉会 

○配布資料 

 次第 

 出席者名簿 

 座席表 

 資料 1新潟市道路橋の維持管理基本方針～戦略的な維持管理体制への深化～ 

 資料 2 新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会の検討事項 

 資料 3 事後保全脱却モデル事業について 

 資料 4-1 小規模橋梁点検モデル事業について 

 資料 4-2（参考）災害時の体制強化について 

資料 5 長寿命化推進モデル事業について 

資料 6-1 健全度審査会議について 

資料 6-2（参考）健全度審査会議開催に向けた年間フロー（案） 

事務局 

渡辺課長補佐 

本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。それでは定刻となり

ましたので、これより第５回新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会を開催いた

します。 

本日司会進行を務めさせていただきます、土木総務課の渡辺と申します。よろしく

お願いいたします。 

また本日は新潟市附属機関等の会議の公開に関する指針により、公開としていま

す。報道関係者等の撮影がある場合がございますので、ご承知おき願います。また本

日の会議は議事録作成のために、録音させていただきますので、合わせてご承知おき

お願いいたします。 

それでは開会にあたり、土木部長の本多より挨拶申し上げます。 
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事務局 

本多土木部長 

今ほどご紹介いただきました土木部の本多と申します。よろしくお願いいたしま

す。本日はお忙しいところお集まりいただきまして大変ありがとうございます。 

丸山委員長をはじめ、お集まりの皆様におかれましては、日頃より本市が進める「安

心政令市にいがた」のまちづくりに、多大なるご支援とご協力をいただき、御礼申し

上げます。 

新潟市の橋梁の状況ですが、新潟市の橋梁の数は約４，０００橋ということであり、

政令市２０市の中でも３番目に多い橋の数になっております。そのうち約３，４００

橋が１５ｍ未満の小規模の橋になっており、そのような意味で、かなりの数の橋の維

持管理を今後どのようにしていくかが命題になっております。 

橋梁維持管理の経緯を申しますと、平成２２年度に策定した「新潟市橋梁長寿命化

修繕計画」に基づき、予防保全的な維持管理を行うことにより、道路橋の長寿命化や、

ライフサイクルコストの低減を図るとともに、市が管理する道路橋全体の維持管理費

の平準化を図るために取り組んでまいりました。しかしながら、修繕費の増大や、老

朽化の加速といった以前からの課題に加え、笹子トンネルの天井板崩落事故を受け

て、道路法が改正され、全道路橋の５年に１回の点検が義務化されるといった新たな

課題が発生した所です。 

このため、「戦略的な維持管理体制への深化」を図るため、平成２７年度に丸山名

誉教授を委員長とする本委員会を設置し、産・学・官の連携により検討を進めており

ます。 

これまでに委員会を４回、部会を１２回させていただき、皆様のご尽力によりまし

て、「新潟市橋梁長寿命化修繕計画」の改訂を始め、モデル事業の実施と効果検証を

行うことができました。 

心より感謝し、お礼を申し上げます。 

今後も、検討委員会、各部会を継続していきたいと考えておりますので、皆様方に

は引き続きご協力をよろしくお願い申し上げます。 

簡単ではありますが開会の挨拶とさせていただきます。 

本日は、よろしくお願い致します。 

事務局 

渡辺課長補佐 

続きまして丸山委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

丸山委員長 委員長を仰せつかっています丸山です。どうぞよろしくお願いいたします。第５回

の検討委員会ということで、本日はよろしくお願いいたします。 

先ほど、土木部長からも話がありましたが、限られた予算の中で日常使われている

多くのインフラをいかに適切に管理していかなければいけないかということを色々

なところでやっています。新潟市も試行錯誤しながら委員会の中で検討し、最終的に
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は新潟市のインフラを管理しながら、どのように市民の生活に貢献するかという目線

で議論のご協力を皆様にお願いしたいと思います。今日はよろしくお願いいたしま

す。 

事務局 

渡辺課長補佐 

丸山委員長ありがとうございました。 

次に、本日お配りしました資料の確認をさせていただきます。 

まずＡ４縦の「次第、出席者名簿、席次表」、Ａ３版横の資料１「新潟市道路橋の

維持管理 基本方針」、Ａ４版縦の資料２「新潟市橋梁アセットマネジメント検討委

員会の検討事項」、Ａ４版横の資料３「事後保全脱却モデル事業について」、Ａ４版横

の資料４－１「小規模橋梁点検モデル事業について」、Ａ４版横の資料４－２「参考：

災害時の体制強化について」、Ａ４版横の資料５「橋梁長寿命化推進モデル事業につ

いて」、Ａ４版横の資料６－１「健全度審査会議について」、最後にＡ４版横の資料６

－２「参考：健全度審査会議開催に向けた年間フロー（案）」になります。 

皆様不足等はございませんでしょうか。不足等あるようなら挙手お願いいたしま

す。 

本日の会議の参加者は、１３名の委員と５名のオブザーバーからご出席いただいて

おります。ご紹介につきましては、配布いたしました出席者名簿に代わらせていただ

きます。全体の終了は１７時を予定していますのでよろしくお願いします。 

それでは、これからの会議の進行については丸山委員長にお願いいたします。 

丸山委員長 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。 

まずは議事の（1）ＷＧ１の取組について事務局から説明をお願いします。 

事務局 

高橋課長 

それでは私、土木総務課の高橋より説明させていただきます。 

Ａ３版横の資料１「新潟市道路橋の維持管理 基本方針」をご覧ください。いつも

この資料でまずはご説明差し上げています。昨年の開催が３月１０日ということで一

年経っているのですが、おさらいを兼ねてご説明差し上げます。 

道路橋の概要と課題ということで書いてございます。右上の表には新潟市管理の道

路橋が４，０５５橋と書いてございます。実は昨年の委員会では４，０４０橋と報告

しております。更にその前には４，１００橋という数字もありまして、これは法定点

検のなせる業ですが、道路橋は橋長２ｍ以上と定義しています。点検したところ、２

ｍまでなかったということで橋梁数が減ったり、点検で現場に入ったら、近くに似た

ような構造があり、確認してみたら実は道路橋だったということで橋梁数が増えた

り、法定点検が平成２６年度から始まっていますが、平成３０年度で１巡目点検が終

わるまでは橋梁数が変動するのではないかと認識しております。ご了承願います。 

そうした中で先ほどご紹介ありましたように、「新潟市橋梁長寿命化修繕計画」を

平成２２年度に策定しています。他の自治体に先駆けて予防保全的な取り組みは行っ
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ていたところです。そうした中で新潟市も今後インフラをどうしていくかということ

で「財産経営推進計画」を平成２７年度に策定し、戦略的な橋梁維持管理体制につい

ては「新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会」を産学官の連携により設置し、

検討を進めているということです。 

基本方針として、戦略的な維持管理体制への深化を図るということで、まずは「新

潟市橋梁長寿命化修繕計画」の見直し、そしてコスト縮減・品質向上などに資する契

約方法の検討といった内容があります。それに向けての取組みとしては（１）ハード

対策となります。これはＷＧ１として「包括的契約検討部会」のなかで３本柱の方針、

それに伴い３つのモデル事業について検討を行いました。それから、（２）ソフト対

策としてはＷＧ２として「橋梁維持管理検討部会」ということで３つの柱について検

討を行いました。ここまでは昨年度ご報告差し上げた所です。 

ここで、資料２「新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会の検討事項」をご覧

ください。これが、前回３月１０日の委員会で報告したものです。上の赤枠がＷＧ１、

ＷＧ２で検討した項目です。このうち、ＷＧ２の①戦略的な修繕計画の策定と③点検

診断体制の強化についてですが、①については「新潟市橋梁長寿命化修繕計画」の見

直しについて、昨年度の委員会で報告申し上げ、その後パブコメ及び委員の方々への

改めてのご意見を伺いつつ、今年度１０月には公表の運びになったという事です。ま

た、③については「健全度審査会議」を立ち上げさせていただき、検討していきまし

ょうということになっています。一方でＷＧ１の①事後保全脱却モデル事業、②長寿

命化推進モデル事業、③小規模橋梁点検モデル事業及びＷＧ２の②効果的な維持管理

の推進については、例えばＷＧ１の①や③は契約済なのですが、その後の検証を続け

ていきましょうというものです。また、ＷＧ１の②やＷＧ２の②については継続して

検討していきましょうということになっています。ということでＨ２９以降として、

下に矢印がありますが、ＷＧの内容を組み替えて、ＷＧ１につきましてはＨ２８に行

ったＷＧ１の①と③について引き続き検討し、ＷＧ２につきましてはＷＧ１の②とＷ

Ｇ２の②を併せて検討をやっていくという案を提案させていただき、今年度に至って

いるところです。 

これが資料１に戻っていただくと、組み替えた内容が左下の矢印に出てきます。平

成２９年度の取組みということでＷＧ１については包括的契約検討部会とあります。

「事後保全脱却モデル」については平成２９年３月に契約しました。３件で１２橋を

契約し、実施していますということです。また、「小規模橋梁点検モデル」について

は平成２９年の３月に西区で９０橋、平成２９年の１０月に西蒲区で９０橋を契約・

実施しております。受注者からアンケート・ヒアリングを行いまして、平成３０年２

月に部会を開催したという事です。 

また、ＷＧ２ということで橋梁維持管理検討部会ですけども、これは引き続き検討

を進めていまして、平成２９年の１１月と平成３０年３月に部会を開催しています。
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それから、点検・診断体制の強化ということで「健全度審査会議」を新たに設けまし

た。この会議は初めての試みですけども３月２日、ＷＧ２と同日に開催したところで

ございます。それと、「戦略的な修繕計画の策定」につきましては「新潟市長寿命化

修繕計画」として昨年度検討し、本年度の１０月に改定・公表した、という流れにな

っております。 

矢印の中に取組の結果と書いてありますが、右側のページをご覧ください。「事後

保全脱却モデル」、「小規模橋梁点検モデル」はＷＧ１、「長寿命化推進モデル」がＷ

Ｇ２で検討したものでございます。また、今年度新たな取組として、一番下の「健全

度審査会議」となります。都合４題について本日はご説明いたします。議題としては

（１）が「事後保全脱却モデル」と「小規模橋梁点検モデル」（２）が「長寿命化推

進モデル」、（３）が「健全度審査会議」ということでご理解いただければと思います。

それでは「事後保全脱却モデル」からご説明差し上げます。 

Ａ４横の資料３をご覧ください。真ん中のあたりに、平成２９年１月から、下記に

示す３工区の公告、入札、契約手続きを開始と書いてあります。西区で５橋、江南区

で４橋、秋葉区で３橋の３件１２橋について発注させていただいたという事になりま

す。設計と施工を同時期に発注するということをさせていただいたという事になりま

す。 

裏面をご覧ください。これが西区で発注した５橋の状況になります。西部地域土木

事務所が発注しました５橋について、写真がありまして、その下のバーチャートです

が、これはそれぞれの橋ごとにどのように設計をやって、どのように工事をやって、

どのように河川・水路協議をやって、その前の踏査をいつやって、発注者と設計者と

施工者の３者による調整会議をどのようにやりました。というものでございます。破

線が予定ということで、実線が実績ということになります。一番下の表をご覧くださ

い。左からモデル事業の状況、発注者からの意見等、設計者からの意見等、施工者か

らの意見等ということでまとめてございます。特筆すべきところだけ、かいつまんで

説明したいと思いますが、設計者からの意見ということで一番上にありますように、

無名橋の２橋は現場での即時対応や工程調整について、調整会議が機能したと感じた

とあります。ただ他の３橋については当初イメージしたほど調整会議が機能したとは

感じていないという意見がありました。それから、一番下ですが、この取組みが、良

い方向に向かうように今後も取り組みを続けてもらいたい、といったような建設的な

ご意見も頂いているところでございます。次の施工者からの意見等のところですが、

一番上に、今回の取組みは失敗だと思う。スピードアップ、平準化、品質向上のどれ

も達成できていない、それから、設計遅延のしわ寄せは全て施工者に来ている。それ

から、設計段階は待ち状態で、設計が確定してからすぐやれと言われても、作業員の

手配が間に合わなかったりして難しい、といった意見がありました。ただ、そうした

中でもこの業者さんからは、こうした取り組みは今後必要だと認識しているので失敗
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を糧に成長してほしいといった建設的なご意見も頂きました。 

その次の３ページについてですが、東部地域土木事務所が発注した江南区の４橋に

なります。まず真ん中のバーチャートをご覧ください。特筆すべきところは、工程が

４橋ともほぼ一緒というところです。委託の工程、工事の工程、３者による調整会議

について、予定も実績も一緒であります。発注者からの意見として、一番下に、従来

に比べて修繕のスピードアップが図られたと思う。というような、メリットがあった

という意見もありました。また、設計者からの意見等として上から２つ目に、施工者

と共通認識を持てた、その下には同種工事の橋梁であるため、各橋段階的な施工完了

は現実的ではないといった意見、これは一緒にやった方が手っ取り早いといったこと

かと思います。続いて、施工者からの意見として、上から２つ目の意見に、全体出来

高の進捗率等の縛りがないと、設計が遅れがちになり、施工者の工程調整は難しい、

とありますが、全体的な工程の中で、ここまでに設計を終わらせなさいといったよう

な縛りが無いと、結局設計が遅れてみんな工事側にしわ寄せがくるといった、先ほど

の西区の案件と同様の課題が挙げられたといった状況になっています。そうした中で

はＣＭ方式、コンストラクションマネジメント方式といった発注者に代わって設計・

施工の管理をするといったことも効果的ではないかといったご意見もありました。 

続きまして４ページ目になりますが、東部地域土木事務所で発注した秋葉区の３橋

の状況になります。真ん中のバーチャートを見ていただくと、工程が３橋ともほぼ一

緒で、３者による調整会議は同じ時期で実施しています。発注者からの意見として１

つ目に、スピードアップが図られたと感じている。ただ、河川協議が絡むと工事時期

が制限されてしまうといった意見がありました。また、設計者からの意見といたしま

して、市全体の技術力の向上に繋がると感じられたとあり、また、技術力評価の入札

の方がよいのではないかといったご意見もあったところでございます。一番下には設

計・施工ＪＶによる新潟市一部エリアのマネジメント＆維持補修に発展することを期

待する、といった意見がありました。また施工者からの意見としては、複数橋梁の発

注は同一工種であれば施工者にとって有効な仕組みだと思うといった意見、ただ、こ

こでも出てくるのが設計の遅れのしわ寄せがみんな施工者側にくるといったことが

ありました。とはいっても施工中にコンサルに意見が聞けるメリットは大きいという

ような評価があるといった状況でございます。ここまで色々とかいつまんで説明差し

上げましたが、設計施工のＪＶといった話がありましたが、これを設計者が提案して

くるのは意外でしたが、もともと、設計施工同時発注を当初は目論んでいましたが、

設計と施工を同時に発注する、というのは一般的に考えれば、設計もでき、施工もで

きる業者さんに発注することになるかと思います。そうすると結局、大手のゼネコン

だけが権利を受けるのではないかということ、だったらＪＶはできないのかといった

ことを考えたときに、ＪＶは出資比率の関係で、どうしても施工者側の方が発言権が

強くなってしまう、本来、コンサルタントは中立性を有すべきなのに、それが阻害さ
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れてしまう懸念があったことから、新潟市としては設計・施工同時期発注といったこ

とで、設計施工の中を保つのが発注者である市職員でしょうといったことで検討を進

めてきた経緯があります。ですので、頂いたこの意見はいいご意見ですが、戻れない

のかなといったことを感じております。同様に前のページで、ＣＭ方式ということで、

総合的に管理を外注したらいかがでしょうかといったご提案も頂きましたが、それも

今度はＣＭをどうやって評価するのか、といった問題も非常に大きな問題としてあり

まして、ちょっと時期尚早かなといった気はしているところでございます。 

５ページ目の方に進めますが、事後保全脱却モデル事業について、今回のモデル事

業の問題点整理と次年度スケジュール（案）ということで、ご提案申し上げたいと思

います。 

（１）モデル事業の当初の狙いと実際の乖離ということで書いてございます。当初

の狙い、発注段階ですけども、技術的工夫が少なく、数量変動も少ない案件を設定し

て、それを概算数量で発注したものでございます。概算数量で発注していますので、

その後、現場で確認して設計を決めて、施工者に徐々に引き渡していく、その際に施

工者に仮設ですとか、実際に施工可能なやり方など、ご意見を頂いて施工計画を立て

ていくといったことが狙いだったところですけども、その実情としては概略発注と書

いてありますが、概算数量と概略発注はちょっと違って、概算数量は、一定程度設計

が終わっていて、それを詳細調査しないまま発注する、イメージとしてはそういう事

なのですが、概略発注となると、それよりも相当ランクが下になりまして、適当とい

う表現はおかしいのですが、こんなものかなという感じで発注することになります。

そうすると、当初発注時の工事内容の想定、図面作成を１橋×５で発注していたり

すると、それを橋梁毎に作成することに多大な労力を要したというところでございま

す。 

続いて設計段階ですが、当初の狙いとして、施工者の工事平準化を踏まえて設計を

実施する、また調整会議を実施し、施工者の提案・助言を設計に反映する、といった

狙いがあったのですが、実情では、設計開始後、発注時の工種・数量が想定以上に大

きく変動しました。これは概略発注したことによります。 

また、予算枠内で設計・施工の実施内容を検討する為、発注側に大きな負担が掛か

ってきました。施工段階の当初の狙いとしては、年間を通して施工工程を調整し、平

準化及び冬季工事回避による品質向上の実現や、現場での不具合に対して設計の即時

対応といったことがありました。それが実情では、発注者による実施内容決定の遅れ

により、設計完了も遅延したとあります。結局３者会議を行って調整もしたけれども、

中々発注者の方で結論を先延ばしにするといった状況が生まれると、どんどん遅れて

しまうということです。これは今回のモデル事業に限らず、一般的にはそういったこ

とがあるのかなと思っております。 

また、施工者は設計経緯を見守るのみとあり、設計完了が遅れ、ほぼすべての工事



9 

が冬期間に集中し、品質確保が困難といったことが結果として出てきました。また、

予算の都合で一部工事の次年度先送りも発生しましたというところでございます。 

そのような状況で（２）狙いが外れた点と効果が見込まれる点の整理ですが、まず

狙いが外れた点として、概略での発注だったため、工事内容・数量等が設計・調査の

結果大きく乖離し、その結果、予算枠内での補修実施内容の調整に時間を要し、工程

を圧迫しました。また、必要な対策が一部実施できず、更には設計段階で、施工者が

提案や改善を行う設計内容ではなく、施工時に設計者に問い合わせを行う工事内容で

もありませんでした。要するにこれは何を言いたいかというと、技術的工夫の余地が

少なかったということになります。 

一方で効果が見込まれる点として、設計時に施工者が助言する仕組みは、今回のモ

デル事業ではあんまり機能していないところもあったのですが、３者すべてが有効と

認識しております。また、複数橋の発注は、工期に余裕がある状況下であればスピー

ドアップ・平準化・品質等に好影響となるはずとの意見が多かったというところでご

ざいます。 

（３）今後のスケジュール（案）としましては、①概算で工事を発注せず、設計に

よって工種と数量を確定後に発注すべき、②しかし、設計時に施工者が関与できる仕

組みは導入したい。③複数橋梁の発注は、補修工事のスピードアップには効果的、と

考えています。 

これらを満足するものとして、まずは、今まで通り、設計施工同時期発注方式とし

てパターン①：工種が限定される複数橋梁を対象としています。橋面防水工だけ、伸

縮装置取替工だけ、断面修復だけといった工種が決まっている橋を複数橋対象とする

モデルです。それから、設計施工時差発注方式としてパターン②：技術的工夫が必要

な橋梁を対象としまして、ある意味従来型の発注方式ですが、設計を先に発注しまし

て、概略設計ができた段階で、概略設計に基づき工事を発注する、そうすると、詳細

調査で足場仮設が必要な場合については、その後の施工に活かせるということで施工

者側に設置してもらう、というようなモデルを作ってはどうかということを考えてご

ざいます。 

最後のページになりますけども、（４）次回モデル事業のイメージ（案）と書いて

ございますけれども、まずパターン①：設計施工同時期発注方式です。今までと一緒

の複数橋梁包括発注なのですが、より簡単な工種のものに限定しましょうということ

です。Ａ橋、Ｂ橋、Ｃ橋と、それぞれに設計をずらしながら進めていく、これによっ

て業者さん側の平準化を期待するものであります。 

また、パターン②：設計・施工時差発注方式ですが、これはまず設計を行って、あ

る程度概略設計が終わった段階で、積算・入札を行い、工事を発注するという事です。

その後、設計者・施工者による詳細調査を実施し、調整会議を行ったうえで設計を完

了させるといったものになります。要は平準化には２つありますということを再三申
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し上げておりますが、まず１つ目はいわゆる工事閑散期としての４～６月をうまく使

いましょうという意味での平準化、年間の業務量平準化という意味と共に、２つ目と

して、受注した業者さんの方で自由に施工時期を調整することで、自社の持つ人的リ

ソースを有効に活用できるといった意味での平準化があります。後者の方につきまし

ては、パターン①で検証していきましょうということです。ただし、ここでも課題が

ありまして、先ほどご説明させていただいた、今回のモデル事業の江南区と秋葉区の

事業については、全て工程が一緒で調整会議も同じ時期に実施しています。このよう

になると目的が機能しないので、これは発注者側・受注者側とも、本来の目的を十分

理解したうえで進める必要があると思っているところでございます。そうした中でパ

ターン①で平準化の効果を検証していきたいと思います。 

また、パターン②の方につきましては、平準化の概念よりも、単年度予算の原則か

ら、最初の年に設計を行って翌年度に工事を実施していたものを、もっと早くやりま

しょうといったものが事後保全脱却モデルの本来の狙いだったものですので、これを

時差発注にすることで単年度で終わらせることができないかといったことでござい

ます。議題（１）の前半部分については以上となります。 

続きまして小規模橋梁点検モデル事業について、資料４－１でご説明差し上げま

す。１ページ目では、平成２９年３月８日に一般社団法人新潟市建設業協会様と随意

契約したということで、西区で９０橋の点検を委託したということでございます。契

約期間は３月８日から７月３１日ということで夏前には完了したところでございま

す。２ページ目では、１０月２０日に新潟市西蒲区建設業協会様と随意契約で点検を

委託したといったところでございます。契約期間は１０月２０日から１月３１日とい

うことで、同様に９０橋の点検を委託しております。ちなみに西区で点検をしたとき

には、平成２７年度に法定点検を行った橋梁を対象にモデル事業を実施しました。そ

うすると時間的にブランクがありますので、西蒲区においては、モデル事業を１０月

２０日から１月３１日まで９０橋を委託したところですが、モデル事業と同時期に、

コンサルタントにも同じ橋の点検を委託しております。コンサルタントへの委託期間

は少しずれているのですが、７月１８日から１２月２５日ということで、定期点検を

お願いしたところでございます。 

これによりまして、リアルタイムでコンサルタントが実施した点検と西蒲区建設業

協会様がタブレットを用いた点検の比較を行えるわけですので、どれだけ合致してい

るのかといったことが分かるのではないかということで、モデル事業を行ったもので

ございます。 

３ページ目からはタブレット点検の概要をご説明するものですが、３ページ目右上

の方にタブレットの画面の写真がございます。前回の委員会でタブレットを実際触っ

て頂いてご説明しましたが、点検フローの一番初めに橋面と書いてありまして、それ
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から主桁、床版、支承部、橋台・橋脚と順番で点検をしていくものです。下の表の説

明ですが、レイアウト番号１「橋全体」は、側面から見て、橋全体がたわんだり、傾

いていたり、ゆがんでいないかということを確認し、点検の選択肢では、該当なけれ

ば「Ⅰ」、あれば「Ⅳ」となっておりまして、「Ⅱ」「Ⅲ」が空白になっております。

そうすると該当無しであれば、次の点検項目に進むのですが、該当ありとなった瞬間

にその橋はもうＮＧということで、有無を言わさずその橋の点検結果としては一番悪

い「Ⅳ」ということになってしまいます。基本的には１つ目の点検項目は「Ⅰ」であ

ると思われます。 

次の４ページをご覧ください。点検１８項目の結果一覧をご覧ください。表の一番

上に○○橋と例を記載しております。橋全体としては「Ⅰ」でした。「その他」とい

う項目で２～６の点検項目がありますが、それぞれ点検項目ごとに評価されていま

す。その他の項目の中では５項目目の「Ⅱ」が最悪値ですので、部材評価としては「Ⅱ」

となります。次の「主桁／床版」では７～１２項目のうち、一番悪い７項目目の「Ⅲ」

が部材の点検結果となります。次の「支承」は１３、１４項目のうち、１４項目目が

「Ⅱ」ですので、支承の点検結果は「Ⅱ」となります。「下部工」は１５～１８項目

までの４つのうち、最も評価が低い「Ⅲ」が点検結果となります。以上が点検の流れ

となっております。 

５ページについては、実際に西区でこのようなエリアで点検を実施したという資料

です。 

６ページは西区でのアンケート調査及びヒアリング調査を踏まえた課題の整理と、

西蒲区での改良の実施についてまとめてあります。 

西区での点検は夏前に終わったわけですので、実際に点検を行った業者さんにアン

ケート・ヒアリングを実施しまして、見えてきた課題を整理したうえで西蒲区での発

注の際に改良点として採用していこうというものであります。 

「建設業者による点検の実施」というテーマに対して、課題としては、専用機材が

必要ではないかだとか、やはり橋梁に関して一定程度の知識を有する人でないと難し

いのではないかだとか、橋梁点検に併せて清掃を実施した方がいいのではないか、と

いったご意見を頂戴しました。それらを受けて右の方に西蒲区での実施の際にはとい

うことで一番右にまとめてあります。まず、専用機材を必要とする場合には、点検業

者から提案があれば、その使用を認めて変更を行う事を明記しました。それから、２

つ目のご意見に対しては橋梁のスキルアップを図るため、講習会を実施しました。３

つ目の意見については、点検時に清掃が必要だと判断されたものについては、協議の

上実施し、契約変更を行う旨を特記仕様書に明記しました。 

次の「業務の平準化」のテーマについては、課題としては４月中旬から用水に水を

張られてしまい、点検時期としては適切ではなかったのでは、ということがありまし

た。西蒲区で実施する時期は決まっていたため、西蒲区での改良の実施には繋がらな
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かったのですが、本格実施の際には業者の任意な時期に点検を実施できるような工期

を設定すべきだろうと考えております。 

また、「タブレット点検システム」については、操作マニュアルがあった方がいい

とか、タブレットも小さいのがあった方がいいといった話がありました。それらの意

見につきまして、西蒲区での改良の際には、マニュアルについては作成し、点検業者

に配布したところです。タブレットの改良については後述させていただきます。 

次のテーマ「地元建設企業による点検を通じた人材育成と災害時対応力」について

は、課題として、西区で点検を実施した新潟市建設業協会様の加盟会社は、東区・中

央区・西区にあり、その中でも中央区にほとんどの企業があるということで、西区に

は地形地物にそれほど精通していないという事実があります。そうした中で、地元企

業でない業者は地理的に詳しくないため、苦労したといった課題がありました。ただ、

西蒲区で実施した際は、西蒲区建設業協会と契約したため、地元に精通した人たちで

点検を実施できました。 

それからテーマとして「その他実施時に感じた点」として、点検時に車両標示板や

認定証があるといいといったこと、結構地元の人も点検時、何やっているのかと聞い

てくることもあったようです。また、その人たちに対して点検の事前周知を図るべき、

とのご意見があったところです。また、地元企業ではなかったこともあるのですが、

点検する橋を見つけるのに苦労したということもありましたので、橋名プレートの設

置やマーキングを施すべきではないかといったご意見もありました。これらを受け、

西蒲区での実施の際は、車両標示板及び認定証、住民周知に関する特記仕様書を作成

しました。事前周知につきましては今回の場合は見送っております。また、現地踏査

の際にマーキングを行う事を点検業者にお願いしたところです。 

次の７ページは西蒲区で点検を実施した位置図になります。 

８ページですが、西蒲区橋梁点検における改良点の効果として、先ほどと同じです

が、「建設業者における点検の実施」のテーマに対して、改良の効果が☓のところだ

け説明しますと、講習会の開催は行いましたが、西区同様、西蒲区でも橋梁知識の必

要性といったことが課題となっております。橋梁の構造と損傷・劣化に関する知識・

経験が少ない中で、点検を行うリスクを点検者は感じているといったことが課題とし

て、○ではなく、改善されなかったということで☓にしてあります。 

「業務の平準化」については、西蒲区の発注時期は決まっていたため、改良の効果

は空白とさせていただきました。 

また、「タブレットの点検システム」でございますが、改良の効果については、業

者さんの方から、カメラの併用や、点検部材の細分化といった意見があったところで

す。これは恐らく、点検者の橋梁知識・経験不足による判定に対する不安があり、色々

な資料を付けることで発注者に正しく結果を報告したいといったことが根底にある

ようです。ただこれはシステム開発者の井林先生とも、いろいろと相談したのですけ
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れども、もともと国交省の点検要領に従って、調書が出されるようなシステムですの

で、あまり丁寧に点検しても本末転倒と言いますか、意味がないだろうということで

改良を見送っている、という事でございます。 

それから、「人材育成と災害時対応力」ですが、今回、改良の効果に？マークを入

れています。対象橋梁が９０橋で各社１５橋ずつ点検を行ったということで災害時の

体制強化に繋がったかどうかの検証ができなかったという事です。 

「その他実施時に感じたこと」でございますが、先ほど申し上げたように、発注者

の方であらかじめプレートなどでナンバリングしたわけではなく、点検業者にお願い

したということで、そもそも、現地踏査の時にその橋かどうかが分からないという問

題点があるので、その時点でこれは市の管理橋だと示せるようなものを設置していく

べきではないかということで、そこの部分は足りなかったということで☓にしてあり

ます。 

９ページ目、２つのモデル事業におけるコンサル点検との比較ということでござい

ます。左側が西区の結果の表になります。上の方にＨ２７法定点検とありまして、Ⅰ

～Ⅳの内訳が整理してあります。同様に左側にはＨ２８タブレット点検と書いてあり

まして、Ⅰ～Ⅳの内訳が整理してあります。どのように見るかと言いますと、Ｈ２７

の法定点検がⅠで、Ｈ２８のタブレット点検でもⅠと判定されたものは、１７３部材

あるということです。一方、Ｈ２７の法定点検でⅠと判断されましたが、今回のタブ

レット点検でⅡと判断されたものは６３部材ある、ということになります。同様に法

定点検ではⅠだったのですが、タブレットではⅢと判断された部材が２あるというこ

とになります。ⅠからⅡになる程度ならまだいいのですが、ⅠだったものがⅢと判断

される、こういったものが少し問題になってくるのかなと考えております。ただ、ご

紹介したように、西区は点検時期が一年ずれておりますので、ひょっとしたら経年劣

化によってⅠだったものがⅢになったとかいうことも想像できる訳です。そこで、西

蒲区の結果を見ると、Ｈ２９の中において、同じ時期に法定点検も行って、タブレッ

ト点検も行ったというものであります。そうすると、法定点検ではⅢだったものでタ

ブレット点検がⅠと判断したものは５部材あり、これは少し問題かなと考えていると

ころでございます。どうしてこうなったかというところは、今のところ完全には分析

できていないところで、ここはやはり問題と認識しております。 

最後のページになりますが、１０ページ目のモデル事業の検証結果整理として、期

待する効果として、小規模橋梁点検モデルは、「点検者不足への対応」、「災害時の体

制強化」、「生産性の向上」を挙げています。期待する効果に対する評価としましては、

点検者不足への対応については△としております。①としまして、建設業者による点

検は可能と思うのですが、コンサル点検との合致率が６～７割程度であり、十中八九

といったところまでは行っていない、というところがあります。 

また②として、点検者は点検時の判断に不安を感じている、という課題があること
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が、モデル事業から浮かび上がったことです。 

本格実施への改良ポイントとして、まず、合致率を増やすためには、更なる検証を

進めるため、サンプル数を増やす必要があると考えております。また、点検者が点検

時の判断に不安を感じているということにつきましては、やはり講習会の充実といっ

たことを考えていかなければいけないですし、また、そんなに不安を感じなくてもタ

ブレットの点検はそんなに面倒ではないといった、タブレット点検の目的・意義を一

層明確にし、広報や啓発活動を実施することが大事であると考えております。表の右

側には本格実施の際の留意点として整理しております。 

次に災害時の体制強化に関する評価として、「？」マークとしていますが、今後も

取組みを継続することで災害時の体制強化が図られるといった評価を多数の建設業

者から評価を得たところでございます。ただし、今回の社会実験は一定の範囲の中で

部分的に行ったため、今回だけで体制が強化したかは確証できないとの意見がありま

した。改良ポイントとして、平成２６年から平成３０年の５ヶ年が１巡目ということ

で、２巡目の法定点検が平成３１年から始まるため、それに合わせて本格実施を行い、

その際には、タブレット点検の目的・意義を一層明確にし、広報や啓発活動を実施し

ていくべきではないのかと考えております。 

ここで、資料の４－２をご覧ください。今後こういったもので業者さんですとか、

職員ですとか、地元の方々へもＰＲしたいと思っているところです。小規模橋梁点検

モデルのメリットと言いますか、点検業者にとってどうなのかというところで、まず

は、災害時における避難路・輸送路の確保といったことは非常に大事で、また、現在

少子化・超高齢化社会の進行によりまして、一人暮らしの高齢者が増加しているとい

ったことが社会的にあります。そうした中で、橋梁点検を継続していくことで地域貢

献が可能ではないか、ということを考えております。どういうことかといいますと、

まず、安全な避難路・輸送路を事前に把握できます。また、地域の見守り隊として、

一人暮らしの高齢者などの状況把握ができます。それらは地形・地物に精通した地元

の建設業者でしかできないこと、との整理をさせていただいて、そのような取り組み

をしていくことが、新たなビジネスモデルの展開にも繋がるのでは、ということをイ

ンセンティブとして訴えていきたいと考えているところでございます。 

資料４－１に戻って頂いて、最後の期待する効果としての生産性の向上ですが、評

価を○としています。タブレット端末を活用した簡易な点検手法により効率的な点検

を行えたため、生産性向上につながっていると評価しております。 

また、点検時期が年間を通じて点検業者の裁量で決定できるようになるなど、更な

る生産性の向上の余地があると考えられるということで、今回は対象橋梁が９０橋と

少なかったのですが、本格実施の際には小規模橋梁は３，４００橋ありますので、５

ヶ年の中で単純に考えれば年間６００橋程度発注することになります。毎年やってい

けば、極端なことを言えば５年契約でやってもらうこともできるかもしれません。そ
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うすると更なる生産性の向上に繋がるのではないかと考えている次第でございます。

これにつきましては、２巡目の法定点検に際し、本格実施を予定しております。 

２つ目として、債務負担行為の活用や委託金額に左右されない工期設定など、点検

業者の裁量で点検時期を設定できるような工期の検討が必要と考えております。 

以上が議事（１）ＷＧ１の取組についてのご報告になります。 

丸山委員長 ありがとうございました。資料を読んで、全体の反省点、今後の検討事項について

の説明がありました。ＷＧ１のメンバーの方はよく分かると思いますが、初めて聞い

たＷＧ２のメンバーもいますので、検討委員会全体としてご意見を頂ければと思いま

す。 

佐伯委員 事後保全脱却モデルについて、結果を聞いて、まあまあだったかなと感じたのは江

南区と秋葉区のモデル事業で、西区はちょっと反省点があったかなというところです

が、江南区は全てボックスカルバート形式で、秋葉区は全て似たような形式なのかな

と写真見た限りでは感じました。それに対して西区を見ると、鋼橋だったり、コンク

リート橋だったり、パイルベント橋脚があったりと、バラバラですよね。こういった

ことが結局うまくいかなかった原因なのではないかと想像しました。やはり効率化す

る為には、似たようなものでまとめないと、近いからだとか、地域で括ったりすると

結局このようなことになるのではと感じました。 

今後のスケジュールで、パターン①がありますけども、工種を限定していくことが、

対策と考えてよろしいですか。似たような構造の似たような劣化状況や損傷状況の橋

を一括して発注するということでしょうか。 

事務局 

高橋課長 

資料３の５ページ目をご覧になって頂きますと、（３）今後のスケジュール（案）

にパターン①で工種が限定される複数橋梁を対象と書いてございます。ですので、完

全に工種が一致している橋梁、例えば、伸縮装置取替と決まっているもの、設計変更

の余地が無いような橋梁をまとめて発注するということで、同じような工種をまとめ

るということではございません。 

佐伯委員 分かりました。やはり、定期点検の時にある程度しっかり見てもらって、似たよう

なもので効率化が図れるようなものをまとめて発注しないと、また同じような結果に

なるのではないかと感じています。 

事務局 

高橋課長 

６ページ目のスケジュール表で、パターン①は工程をわざとずらして書いています

が、本来我々が目論んでいたのはこのパターンでした。 

佐伯委員 似たような工種だと、同時にやった方が効率がいいのではないですか。 
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事務局 

高橋課長 

そのような考えもありますが、そうすると、業者さんとしては内部での平準化には

繋がらない、といったことが課題として挙げられるということになります。 

佐伯委員 どちらのパターンがいいのでしょうか。ケースバイケースだと思いますが、もう少

し検討する必要はあるのかなと思います。 

事務局 

高橋課長 

パターン①はイメージとして３橋を書いていますが、数が何十橋となって、それを

２ヶ年とかで行なえば、業者さんの都合で人的リソースを適正に配置できるので、い

いのかなと思います。今回はイメージとしてかなり省略して書いておりますが、その

ようなことを将来的には考えております。 

佐伯委員 小規模橋梁点検モデルですが、資料４－１の９ページ目にコンサル点検とどれだけ

一致しているかという資料について、理想は全て一致することだと思いますが、ある

程度リスクは許容しないと、結局全て一致させるためにコンサルに頼むという、逆戻

りする恐れもあります。そもそも小規模橋梁点検モデルは、あまりお金を掛けずに効

率化していきましょうという目的があるので、一致するに越したことはないと思いま

すが、何が何でも一致していないものを無くそうとすると、本来の趣旨から外れてい

くのかなという気はします。 

阿部委員 今ほどの佐伯委員の２つ目の質問にも関係しますが、資料９ページ・１０ページで

コンサル点検と合致していないとの結果でしたが、そもそもコンサルの技術者が点検

したとして、他のコンサルが点検したものと完全に一致するかといったら、結局はバ

ラツキがあるのではないかと思います。それも含めてどのような橋をどう点検するか

といったことを検討する必要があると思います。 

事務局 

高橋課長 

ありがとうございます。私どもも、例えば西区の結果ではグリーンのゾーン②に偏

りがあるのかなと思っておりまして、要するにＨ２７に法定点検を行ったものがＨ２

８のタブレット点検では悪くなっている、これは経年劣化によるものなのかなと分析

していました。一方で西蒲区の点検結果では法定点検が厳しい結果となったものが多

くあり、黄色のゾーン③にばらついています。これは偏りがあると思っておりまして、

判定結果がⅠとⅢなど、２段階飛び越えて異なるのは、やはり改善する必要があるの

かなと考えております。 



17 

阿部委員 確かにそれはありますが、その原因はタブレットが悪いのか、人が悪いのか、人は

どうしても感情が入り、保守的にチェックすることも考えられますので、単純にタブ

レットはダメという話ではないかなという気はします。 

丸山委員長 ほかにご意見有りますでしょうか。 

田中委員 事後保全脱却モデル事業について、確認ですがこの事業は、従来通り設計委託を行

い、施工するとなると、２年がかりで実施するものを１年で終わらせる事業でしょう

か 

事務局 

高橋課長 

はい、そのとおりです。 

田中委員 という事は、その時点でかなり成功していると捉えてもいいのかなと思います。設

計の終了と施工の始まりが１か月位しか空いていないので、これは通常ですとありえ

ないのかなと思って、これだけでも事業の効果が十分あるのではと感じています。 

 私が知っている工事で、熊本の復興工事でＥＣＩという方式を使ってやっていると

ころがありまして、このＥＣＩというのが、施工者が設計段階から係わる仕組みで、

国が推し進めている取組みです。施工者が設計段階で技術協力委託といった契約を結

んで、設計が終わって施工する時に、また別の契約を結ぶといった方式で、施工の工

期が縮まってつらいといったことが無いという方式もあるので、そういった契約方式

にすると、課題解決に繋がるのかなと思いました。 

 また、小規模橋梁点検モデルの方は、タブレット自体はかなり上手くいっているの

かなと感じていますが、先ほどから先生方が仰っているように、正答率というところ

で、高知県の事例をよく知っていて、高知県庁の職員が自ら橋梁点検を行ったものと

コンサルタントが行ったもので、どのくらい合致率があるのかといったデータをみる

と、これよりもはるかに低くて、県庁の方なので、それなりに橋梁の知識がある方た

ちが点検しても、コンサルの点検と同じ結果にならないといったことと比べると、か

なりタブレットの効果は出ているのかなと思っています。 

近藤委員 タブレット点検とコンサル点検の合致率の話ですが、外れた所を確認すると、それ

ぞれ点検で見ているところが違うのではないかと思うんです。この間、健全度審査会

議に参加して、その際に感じたのですが、鉄の部材が錆びて穴が開いたので、これは

架け替えた方がいいですよといったコメントがありましたが、私が見たらその部材は

別に構造部材でも何でもなくて、ただ蓋をしているだけの部材でした。結局見ている

ところが違うから、答えも違って、一例ずつ見ていくとそれぞれの見方が食い違って



18 

いて、そこをつぶすようにするともう少し合うようになるのではと感じています。 

もう一つ、事後保全脱却モデルの資料５ページ目の今後のスケジュールのパターン

①について、例として記載されているので細かく話すと申し訳ないのですが、橋面防

水工とか、伸縮装置取替工なんかはコンサルに設計委託する必要はあるでしょうか。

いらないのかなという気はします。工種が限定されている中で、あまりコンサルの果

たす役割のあるものはないのではないかという気がして、そこはもう少し整理して、

この工種はコンサルタントに委託しないという工種を検討すればお金の節約にもな

るのではないかなと思ったところです。 

丸山委員長 難しい仕事はコンサルに頼んで、そうでないところは自分たちでやった方がいいと

いうことですかね。技術力の高いものはコンサルに頼むという。 

事務局 

高橋課長 

ありがとうございます。今ほどの近藤委員のお話について、補足させていただきま

すと、健全度審査会議のお話がありましたけれども、本来であれば点検から設計まで

を一連で行うというのは非常にいいと思っております。後ほど紹介しようと思ってお

りましたが健全度審査会議でそのような議論がありました。ただ、結局そうすると１

件あたりの契約が非常に高額になり、中々遅々として進まない、といったことから、

点検業務と設計業務、施工業務をそれぞれ分けて出している、といったことが現実で

ございます。そうした中において本来点検から概略設計までを一連でできれば非常に

有効なのですが、結局点検だけ出して、例えば伸縮装置だけが悪いと判断されたら、

伸縮装置取替だけを発注すればいい訳です。 

また、先ほど田中委員の方からＥＣＩの話もありましたけども、ＥＣＩで施工業者

をあらかじめ決めていくというのは、発注者がきちんと施工業者の技術力を理解して

評価して、決めていかなくてはいけないことになります。総合評価になるのかプロポ

ーザルになるのかというところです。それを本当に新潟市モデルとしてやっていくと

きに他の自治体も含めてできるのか、という問題がありまして、実をいうと昨年度、

土木学会と議論した時には、やはり難しいという話もありました。果たして自治体の

技術者に出来るのか、といったことが個人的には非常に疑問に感じていました。その

ような訳で、簡単な工種であれば、ＥＣＩ方式を採用しなくてもできるだろうとか思

っているところです。 

 併せて田中委員の方から、事後保全脱却モデルは２年掛かる補修を１年で終わらせ

るので、効果があるのではとの話がありましたが、実を言うとモデル事業の中で、施

工業者が契約時から、設計が完了するまでは何もすることが無く引っ張られるといっ

た事業がありました。そうすると、契約上では施工者が現場代理人として拘束されて

しまう。拘束されてしまうと、その現場代理人は他の現場に就くことはできないとい

った課題もあります。常駐義務の緩和ですとか、一人で何件も兼務できるといった規
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定もあるのですが、結局それにしても拘束されてしまうといったことがあります。そ

ういった課題もあり、施工業者にとっては不利な面もありますので、そのようなこと

もきちんと考えていかなければいけないと考えております。 

藤田委員 今ほどの話ですが、正直言って事後保全脱却モデルの工事金額を見ていただくと、

お分かりになるかと思いますが、この工事金額の中で工期がこれだけあると配置技術

者の拘束期間が長くなるということになります。国の方が現在進めています、働き方

改革だとか、生産性の向上だとかＩＣＴとかなどの観点からすると、やはり厳しいの

かなという気はしています。ですので、施工者の立場からすると、やはり今回のケー

スのことを考えると、コンディションのいい時期に仕事をやらせていただくような形

でいくとありがたいところです。また、説明にありましたような、難易度の高い工種

を設計者・施工者で一緒になってやっていくのは大変いいことかと思います。 

もう一つのタブレット点検の方は、私どももやらせていただきましたが、点検方法

そのものは簡便にできますので、非常にいいと実感として感じています。監理技術者

レベルのものであれば、損傷が構造に影響するかだとかは判断できるかと思います。

ただ、見方などについては、ある程度続けていくことによって正確性が向上していく

と思いますので、継続性を求めていただければいいと思いますし、実際、私どもの協

会では１年前に技術者を対象としてタブレットの操作について講習会に参加してい

ます。やはり、そのような仕組みも必要なのではないかと感じています。 

丸山委員長 ありがとうございました。特にこれは設計や施工など、実務に関わっていた人たち

は色々と思いが強いかと思うのですが、そうでない人も何かあればぜひお願いしま

す。 

また、これは私の思いですが、先ほどの小規模橋梁点検モデルについて、コンサル

点検とタブレット点検の一対一の合致に対応する必要はないと思います。何故かとい

うと本来これは危なそうだな、となった時にチェックが引っかかればいい訳で、Ⅰと

かⅡの橋については、毎年横並びに見ていったときに前回と変わっていなかったら、

そのままでいいと思います。危なそうだとなった時には本格的に専門のコンサルタン

トの目線で詳細に見て、どのような手を打たなければいけないかと判断することにな

るので、その前段階でスクリーニングできればと思います。更にそれが５年に１回行

う法定点検の代替になれば、よりいいと思います。ですので、本当にひどくなるもの

をできるだけスクリーニングで引っかけて、本当に危ないものを挙げていくことが必

要だと思います。今みたいに５年に１回の点検だと、どの橋も同じように点検するの

で、阿部委員などからも話がありましたが、人によって見方が違う、そうすると経年

で見ていって、危ないものが変わってなければそれでいいのですが、急激に変わって

いそうというものを見つけることが大事なので、予算もかかわる話ですが、できれば
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タブレットで簡単に毎年見ていって、人間ドックと同じように絶対値はあまり気にし

なくて、経年変化を見て特に異変が無ければＯＫだと思います。 

何か異変があった時に精密検査を受けるといった方法で行かないと、小規模の橋は

たくさんあるので、できるだけひどくならないところだけをチェックするやり方にし

た方がいいのかなと思っていります。 

これ以上悪くなったら落橋するかもしれない橋に対してはきちんと見ていくと、今

までに行った点検の初期値があるから、それをベースにタブレットで検証していくと

そんなにひどくならないかなと思います。 

事務局 

高橋課長 

ありがとうございます。委員長がよく話される町医者理論については私も大好き

で、初めて伺ったときは感動しました。毎年点検していくことによって、橋が落ちる

直前の状況を把握できるのでは、といった理論も大好きです。実際、今回行ったタブ

レット点検は非常に安価にできたという事があります。安価で果たしていいのか、と

いう議論もありますが、やはり業者さんには適正に利益を出していただきたいと思い

ます。我々もできれば毎年点検を継続していきたいとは思っております。実は予算の

関係で悩んでおり、今後国交省と相談する必要があると思いますが、要は、点検費が

補助金の対象になるかどうかというところです。法定点検は５年に１回ですので、そ

の部分は交付金として対象になるのですが、残りの４回分については単独費というこ

とになるとそれは少し厳しいと思いますので、その点については今後、国とも相談し

ていかなければいけないと考えております。 

中村委員 小規模橋梁点検モデルの説明で、地元に対する周知を図るべきではとの意見があり

ましたけれども、やはり住民としては、点検した後の結果がどうだったかということ

が気になるわけなので、どの程度のレベルまで開示できるかということがあると思い

ますが、点検して大丈夫でしたよとか、住民としては傷んで見えるけどもまだ大丈夫

だとか、適切に情報を開示できることもメリットになるのではないかと思って聞いて

いました。そこでやはり、人で見るのとタブレットで見るので乖離があるという点に

ついては、どのような扱いになるのかとはあるかと思いますが、いずれにしても、事

前に点検を行うということを知らせていくということと、点検をしているときにも知

らせていく、ということが必要かなと思います。 

事例として、バスの車内で橋の修繕を行っていますとＰＲしている業者がいまし

て、そういうのは非常にいいなと思います。何しているかというのを自ら宣伝をし、

理解と協力をお願いしますといったことをアピールしていけば、修繕をしているんだ

なとか、点検をしているんだな、とわかりますので、自らアピールしていくことが地

域貢献に繋がっていくのかなと思っております。 
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丸山委員長 そのような取り組みは是非やってもらいたいと思います。やった結果はホームペー

ジなりで示して、結果に対する市民からの意見を集めて、意見に対して適切に答えて

いく。理解を得るためにはそういった取り組みが大切だと感じます。 

他にご意見有りますでしょうか。時間もあまりありませんので、無いようでしたら

議事（２）ＷＧ２の取組について事務局から説明をお願いします。 

事務局 

高橋課長 

それでは説明いたします。資料５をご覧ください。昨年度までは、いわゆる長大橋

については簡単に架け替えができないということで取組みを進めてまいりました。そ

こで簡単に架け替えができないというキーワードについて、昨年度までは単純に鋼橋

では５００ｍ、コンクリート橋では１００ｍとしていました。ところが、本当にそう

なのかと思っていたことから、少し見直しました。まずは長寿命化推進モデルという

ものは、このように考えようということで検討を進めてきたところでございます。 

フローをご覧ください、スタートから見ますと、まず管理区分１、２で絞り込みま

す。管理区分１や２は、簡単に言ったら重要な橋梁ですが、該当すれば次のフローに

進みます。今後、架け替えていく更新シナリオや、最小限の維持管理をやっていくミ

ニマムメンテナンスシナリオについても除外します。残った橋梁から、社会的重要性

指標、架替困難性指標といったものを加味したうえで、大事な橋梁、なるべく長寿命

化していく橋梁を考えていかないかということで提案するものでございます。 

左側のステップ２をご覧いただくと、「社会的重要度指標」は交通量や迂回距離と

いった社会的な重要性を評価する物です。交通量があっても、すぐ隣に迂回できる橋

があれば大丈夫という話になりますし、交通量が少なくても、相当な迂回が必要とな

れば、その橋は無くてはならない橋ということになります。ただ、この指標だけで評

価するのではなく、「架替困難性」も考慮します。今話した後半部分ですが、迂回距

離がいくらあったとしても、３ｍ程度の橋であれば、架け替えるのにさほど費用は掛

からないだろうといったことも評価できるということで、「架替困難性指標」といっ

たことで評価しております。橋梁の架替え費用を橋梁の規模ですとか橋の架かってい

る位置から算出し、評価します。街中で交通量が有れば仮橋を架けたりするのにも相

当費用が掛かるわけですし、仮設ヤードにも費用が掛かります。ところが、失礼な言

い方になるかもしれませんが、田んぼの真ん中であればさほど費用は掛からない、と

いったところを評価したものでございます。２つの指標でそれぞれ上位にランキング

されるような橋が候補橋梁だろうといったことで考えたところです。 

２ページ目ですが、２つの指標を用いて考えると、右側の方に指標の値が大きい橋

の散布図ということで示しています。架替困難性指標と社会的重要度指標という指標

を分布させたものでございます。そうすると左下の表に一番上位に来るのが泰平橋、

次が大阿賀橋、ござれや阿賀橋といった順に並んでいます。この結果は我々が感覚と

して、定性的に重要だと感じている橋梁とさほど変わらず、定量的に評価したものが
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このページになります。このような考え方に基づき長寿命化を図る橋梁を決めていき

たいと思います。 

３ページ目、４ページ目には選定した橋梁毎のスペックや写真を記載しておりま

す。 

５ページ目になりますが、定量的に重要橋梁を選定できたことは良かったのです

が、ここからが我々がかなり悩んでいるところです。実は長寿命化を図るなら、すな

わちそれは現行の耐震基準に合わせないとだめだよね、ということをある時指摘され

たことがありまして、そうすると長寿命化推進モデルの対象橋梁を、まずは耐震化し

なくてはいけないとの課題が新たに浮かび上がってきました。 

更に、前回のワーキングの中でも議論させていただきましたが、私ども、特に公共

団体というものは今まで、更新費というものをあまり考えておらず、減価償却費を積

み立てていなく、企業会計化されていないというところで、更新費をきちんと考えて

いかなければいけないと思っております。 

また、イメージ図の上に点線が右肩下がりで書かれています。これは、デフレータ

ーを考えていくと予算はずっと同じではないと、これをイメージとして捉えないとい

けないということで書いてございます。点検費や維持費については固定費として毎年

必要となるものと考えております。 

更に、耐震補強費を長寿命化推進モデルの対象橋梁については考えなくてはいけな

くて、更新費も考えていかなければいけない。事後保全脱却型は早期に対応しないと

いけない、そのように考えると、残りの部分が修繕費ということになります。修繕費

で予防保全を実施していかなければいけなく、これは予算的にもかなり厳しい状況と

考えております。たとえば耐震補強費であれば、長寿命化推進モデルの１４橋の耐震

費用を足していくと、４４６億円必要になることになります。年間予算が２０億とす

ると、耐震だけをやったとしても２２年掛かることになりますので、これは大変だと、

しっかり計画的にやらないといけないと考えております。 

また、更新費をみてみると、今後必要な更新費は３，５１０億円と書いてあります

が、単純に言ったら昨年度の議論で、スタンダードな維持管理であったら、橋梁の寿

命は８０年、予防保全を行っていくと９６年ということですから、８０年から１００

年ごとに架け替えが発生していきます。今ある約４，０００橋をすべて架け替えるの

かという話になりますので、そのような事をきちんと考えていかなくてはいけないと

思います。この議論を抜きにしては今後、橋梁メンテナンスというものは考えられな

いということで、ここでご紹介した次第です。また、ワーキングでは現在議論を進め

ている最中です。 

６ページ目は今回新たにご報告申し上げるのですが、長寿命化推進モデルの１４橋

に対して概算の耐震補強費を積み上げた表になります。上部工の耐震補強費で２６億

円、年間３億かけていったとして９年程度掛かります。下部工は２３０億、基礎につ
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いては不明なところもあるのですが、１８４億円と試算しているところです。 

そのような中において、７ページ目では、今後、橋梁をすべて架け替えていくのは

かなり難しいと考えておりまして、ハイスペックメンテナンスシナリオやミニマムメ

ンテナンスシナリオは約１，０００橋程度あるのですが、それすらも厳しいのではな

いかと考えております。右側の（ｂ）から（ｅ）のところですが、予算を限定した中

長期シミュレーションによる健全度推移結果を踏まえてシナリオを再定義し、各シナ

リオの対象橋梁を再検討が必要ではないかと、これをしっかりと考えていかないと、

現実的な長期、あるいは短期修繕計画は作れないのではないかと考えているところで

ございます。 

８ページ目ですが、今話したようなことをきちんとやっていくためには、新潟市橋

梁維持管理の全体像構築とＰＤＣＡサイクルのためのアクション体系化ということ

で、各取組が単独・単発にならないよう全体における位置づけ・目的を明確にし、担

当者の異動等によって方針がぶれないよう、中長期見通しと短期事業計画を細かく更

新する、ということです。そうするためには、ＰＤＣＡサイクルが永続する仕組みの

構築ということで、ＰＤＣＡサイクル回転をモニタリングする機関、今の検討委員会

の継続や、業界団体との継続的な対話が重要と考えており、これらによって長寿命化

推進モデルの実効性のある計画の策定が可能となると思っております。 

ここで少しご紹介させていただくと、橋梁に関するワークショップと書いてござい

ますが、このままでは橋梁全体を維持していけないのではないかということで、秋葉

区の方で、住民と合意形成を図りながら、どんなアクションを起こしていったらいい

のか、ということを検討するといった取り組みも、現在させていただいているところ

です。 

説明は以上です。 

丸山委員長 ありがとうございました。 

新潟市だけではなく全国的にですが、国だと国民、県だと県民、市だと市民に、イ

ンフラがどういう状況であって、どうしなくてはいけないのかというＰＲをもっと継

続的に行う必要があると思います。少し試算しただけで維持管理にすごいお金が掛か

ることが分かりますが、どうやって維持していくかということをＰＲした上で働きか

けていく、あとは配分の割合ですが、全体予算はそんなに上がらないので、維持管理

をしやすい環境を作っていき、気が付いたら全て通行止めの橋になるということにな

らないようにしないといけないと思います。そのために色々なことを継続して検討し

ていく、先ほどの点検もできるだけ簡便に、効果がなさそうな橋については、できる

だけお金をかけずにやって、危なそうだったり、これは大事だという橋について重点

的にお金をかけていく、平均的に手を掛けていくのではなくて、メリハリを付けてい

くことを検討する。こういった考えがこれからは大事かなと思います。 
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インフラは社会保障の一番大きなところなので、上手に発信していかなければいけ

ません。今まで当たり前に使っていたものが、使えなくなることがあるということを

市民に理解してもらえるような仕組みづくりが必要です。普通の人は額を見て驚くだ

けかもしれませんが、じゃあどうやって手を打つのかということを示していき、先ほ

ども話がありましたけども、１０年、２０年というスパンでどうするかと、特に役所

の人たちは２年、３年で部署が変わりますので、そういったことを想定しながら、こ

の議論・取組みはずっと継続して進めていくことを是非お願いしたいと思います。 

他の方でご意見ありますでしょうか。 

綱渕委員 長寿命化推進モデルの橋について、点検要領はどういったことを考えていますでし

ょうか。上部工はかなりイメージできるのですが、この２６億円というのはどちらか

といえば示方書にある項目だけで、例えば泰平橋などはトラス橋なので、ガセット部

分が弱いだろうといった、かなり特殊な目で見ないと分からないこともあるのではな

いでしょうか。ですから他の橋の観点とちょっと違うのではないかなと思っておりま

した。 

事務局 

高橋課長 

今回、初めてこのような試算をしてみたのですが、いわゆるフルスペックの耐震化、

現行の示方書にあるものは、高額な費用が掛かってしまって中々難しいと、正直申し

て、新潟市ではまだ事例がございません。とりあえず落橋させないという、３プロ対

応でしか耐震補強を実施していません。 

資料には概算費用と書いてありますが、試算する際に国や県のフルスペック対応を

実施している事例を聞き取りまして、それを我々が標準設計化して、こういう規模の

橋であれば、これくらい掛かるということを試算しています。１橋ごとに丁寧に調査

して詳細な耐震補強費を算定すると、それこそ高額な委託費が掛かります。そうした

意味ではご指摘の泰平橋についてはトラス部の耐震補強費は計上していませんので、

別途費用が掛かることは確かであると認識しております。 

丸山委員長 耐震補強も対象橋梁の本当の保有耐力が分かれば、やり方によってはそこまで費用

を掛けなくてもいいのかなという気もします。何年に架設された橋は示方書では一律

こうだと、全部示方書の基準通りにすると大変なことになります。詳細なチェックを

して、あまりお金を掛けなくてもよさそうな状況になりつつあるので、ここは我慢し

ますといった妥協も必要ではないでしょうか。 

例えば、新潟地区で過去最大の地震規模に限定して耐震したりなどは、市民の人た

ちに納得してもらいながらやればできるんです。国の基準では、すごい地震力に対し

て全部安全になるようにするけども、お金が無いときに、何もしないのが一番まずい

やり方で、このくらいの地震ならここまでは大丈夫、この地震が来たらしょうがない、
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落橋はしないけど、通行止めは起こるかもしれない、もともと耐震のｓ１とかｓ２の

思想はそのような考えなのです。ｓ１クラスだと地震があってもすぐに通せたり、ｓ

２クラスだと、多少補修が必要かもしれないけど落橋させないと、そのランクをどう

決めるかは、本来地域の人たちと考えていって、可能性がほぼない地震に対しては、

そこまでしなくてもいいという判断もあってもいいのではないかと思います。 

田中委員 丸山委員長と全く同じことを考えていました。新潟地震が過去に起こりましたが、

おそらく新潟地区で過去一番大きな地震で、どこに活断層があるかわかっています。

これは全国的にはかなり稀なケースで、道示ではその橋の下に活断層があると前提に

して地震動を決めているところがあるので、先ほどの考えを前提として捉えて耐震補

強すればもう少し軽くなるのかなと思います。 

また、新潟地震で生き残っている橋梁が結構あるので、これ以上のスペックが果た

して必要なのかと感じます。地震はリスク、可能性なのに対して、劣化は絶対起こる

ので、１００％起きるものと万が一というものを、もう少し分けて考えていけばいい

のではないかと思います。 

丸山委員長 ありがとうございました。最後に全体の質疑を取りますので、次の議事（３）健全

度審査会議の説明を事務局からお願いします。 

事務局 

高橋課長 

それでは健全度審査会議の説明をいたします。資料の６－１をご覧ください。この

会議の目的は、もともとコンサルタントが点検すると、どうしても安全側に考えよう

ということで、より危険と判定してしまうと、どういうことかと言いますと、まだま

だ使える橋梁を使えないと判定してしまうという傾向に働くのではないかと考えて

おります。そこで判定の妥当性を評価するという目的で今年度初めて実施した会議で

ございます。 

取組結果ということで、今年度実施した８橋について健全度審査会議を３月２日に

試行してみました。８橋を４時間かけて審査し、本日参加されています佐伯委員が委

員長ということで実施したところでございます。そうした所、資料に審査橋梁一覧が

ありますが、一番初めの新川橋から白熱した議論をしていただきまして、提案がＣ２

とのことだったのですが、審査後はＣ３ということになりました。あとは最後の新坂

本橋については、提案がＣ３だったものがＣ２になりました。 

会議の中では、先ほど近藤委員からも話がありましたが、課題として、①損傷スピ

ードの把握と今後の劣化進行予測ということで、まずは凍結防止剤をまくのかどう

か、大型車がどの程度通るのか、といった架橋環境を頭に入れた中で、前回の点検結

果からどれくらい進行しているのかどうかということを評価してあげるといったこ

とが大事なのではないかと指摘されたところでございます。このうち、前回点検結果
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からの比較ですが、前回は相当前に行っておりまして、法定点検前であったため、基

準が今と違っていると、定性的には報告できますが、定量的には報告できない。感覚

として、前はこのくらいでしたと写真からは読み取れるのですが、そういった中では

比較が困難だという事でございます。ただ大事な視点ですのでこれは本格実施の際は

是非取り入れていきたいと思います。 

次の②定量的なデータに基づく診断といったことも大事なのではと考えています。

塩分量だとか残存板厚、支承の移動量などといった、定量的なデータも必要なのでは

ないかというご意見もありました。これについてもどこまでが点検でどこからが詳細

調査なのかといったことがありますので、今後の課題かなという気がしています。 

③対象橋梁の現地確認については、やはり現場を見ないと判断できないところもあ

るとの意見もありました。ここで資料６－２をご確認いただきたいのですが、年間フ

ロー（案）ということで、まずは点検業務を発注します。それから現地踏査、現地点

検を行って、健全度審査会議に諮る橋梁を選定します。その後調査を作成し、所内打

合せ後、１回目の審査会議を行います。第１回を実施しないと現地確認が必要な橋梁

が分かりませんので、それから、現地確認を挟んで２回目の審査会議にお諮りすると

いう流れになろうかと考えておりました。それらの流れをスケジュールに落とし込む

と、実際点検が完了するまでに２年掛かります。このスケジュールは今後要検討と考

えております。 

今後の方針としまして、新潟市橋梁定期点検要領を見直しまして、平成３１年度の

からの２巡目の法定点検に合わせ、本格実施していきたいと考えております。説明は

以上です。 

丸山委員長 今のご説明についても、委員の皆様から意見を伺いたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

綱渕委員 先ほどの説明で、損傷スピードの把握のためにどういう点をチェックしようかとい

うところですが、凍結防止剤散布の有無、大型車交通量、利用状況とあります。大型

車交通量と同じ意味かもしれませんが、はっきり言って日本で積載量をきちんと守っ

ているトラックはあまりいないですよね。ほとんどがオーバーしていると思います。

積載量をオーバーしているトラックが多く走る区域と、あまり走らない区域では損傷

に差があると思います。たとえば関東の方では、京浜地区の橋と他の橋では、床版の

状況が違います。床版は積載量を超えた車が走ると、すぐに損傷していきます。 

また、以前機会があって日本の床版とアメリカの床版を比べることがありました

が、アメリカは床版を直すときほとんど上から直すんですね。コンクリートの劣化は

上から悪くなっていきますのでアメリカは上から直します。ところが日本は床版を下

から直していきます。なぜ下からかというと、日本は積載量をオーバーした車がアメ

リカに比べて多く通るため、下から割れてしまいます。なぜアメリカは積載量をオー
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バーした車がいないのかというと、ものすごく規制が厳しいからです。アメリカでは、

だいたい５０マイルに１か所程度、トラックが通るたびにそのトラックが何トンか図

る場所があります。そこでちゃんと測らないと、次の荷物を載せてもらえないといっ

たペナルティがあります。このぐらい厳しいのでアメリカではほとんど積載量をオー

バーした車は通りません。そのような理由でアメリカの床版は上から直し、日本の床

版は下から直すということになっています。これはものすごく社会システムを反映し

ているような気がしています。この地区は重い車がたくさん通るだとか、あるいはあ

まり通らないだとかいう視点も、ファクターに入れられたらと思っています。 

丸山委員長 そのような情報は調べたらわかるのでしょうか。モニタリングする手法もあるだろ

うし、情報としてどこかに載っているのでしょうか。 

事務局 

高橋課長 

路線によりますが、道路交通センサスや国交省のＥＴＣ２．０などから、ある程度

調べられます。 

丸山委員長 対策としては、１つは綱渕委員が言われたように、そのような車が入りにくくする

仕組みを作っていくことと、もう一つは実情がどうなっているのかを見て行って、傷

み具合が違うので、特に舗装の傷み具合などは、４乗で違ってくるという話もありま

す。積載量が２倍違うと、傷み具合が１６倍くらい違うと、そのくらい違うので、ま

だまだ年数も経っていない橋についても１０年くらいで痛んでくる場合もあります。

床版だけなら取り替えられますが、支承だとかその周りも痛んでくる可能性もありま

す。橋梁本体自体は耐力があったとしても、修繕が必要になってきます。 

このようなことを考えて行って、少なくとも審査会議では大型車交通量や、大型車

の混入率だとかを考えていってほしいと思います。そのようにすると、どの橋がどの

程度の状態かと推定できると思います。 

近藤委員 私もコンサルとして健全度審査会議に参加して色々と聞いたので、このように書い

ていただいたと思いますが、厳密な交通量は別に必要ないと思います。直轄の国道を

走っていると本当に活荷重で壊れているような状況があると感じますが、逆に市町村

の橋で活荷重で壊れているものはそんなに多くないと思います。点検の時に大型車の

交通状況を見ていれば分かるはずなんです。この損傷は活荷重が影響しているのかど

うかぐらいはコンサルが点検しているので分かるはずだと思います。この会議に諮る

のであれば、交通量が多いか少ないかくらいは把握すべきじゃないかとご意見したと

ころです。その際に凍結防止剤を撒いているかどうか、大型車はどの程度通るか、前

回点検に比べて損傷は進んでいるのか、そうでもないのかということを最低限書い

て、審査会議の資料にしたらどうですか、ということを前回申し上げたところで、厳
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密に定量的な数字を求めたわけではないということをご理解いただければと思いま

す。 

丸山委員長 劣化進行予測については調査結果・点検結果を経年的に並べて見ていくしかないの

かもしれません。そのようなデータをきちんと残して比較できる仕組みづくりが必要

と思います。また、点検のところで思ったのですが、致命傷になっているか、取り換

えた方がいいかという観点で、２段階か３段階でチェックできればいいかなと思いま

す。高欄みたいに腐食して脱落しそうなものは、橋全体で見れば大丈夫だけど、無い

と危ないから、という見方もあります。落橋するという事はめったにないので、その

手前の状態を注意して判断していけばいいのかなと思います。 

栗山委員 説明の中で橋の数が新潟市は非常に多いという話も聞きましたし、大きな橋も多い

と、そういうことをやはり知らせていかなければいけないし、これから少子高齢化が

進み、税収が少なくなるという状況の中で、以下にあるものを大切に使っていかなけ

ればいけないかということは非常に重要なことだと思うんです。 

先ほどのお話でアメリカの状況と日本の状況で違うとか、最近ある橋で片側通行規

制を行っていて、橋が劣化しているからとかいう認識は利用者には無くて、また年度

末だから工事しているのかとかいうイメージがあったりしたのですが、維持していか

なければいけないから規制しますとか、ずっと規制する代わりにこの橋を守っていき

ますとか、あるいは他の橋も劣化しているから規制して工事しますよ、とかいった情

報提供をしていかないと、きっと持たなくなるのかなと思います。それをやはり突然

言うのではなくて、徐々にみんなに知ってもらうといったことが大切かなと思いま

す。これからネット社会になって情報をスマホなどで得るような時代にどんどんなっ

ているので、そのような情報を発信していかなければいけないのかなと思います。車

に乗っていたらいきなり橋が落ちたとかいうことが無いように、橋を守っていただき

たいなと思いました。 

風間委員 先ほども話が出たワークショップに、私も参加させて頂いたのですが、参加者の中

には橋梁に全く関係のない分野の方もいまして、やはり土木系じゃない分野の人たち

は、橋について考えたことが無いとおっしゃっていました。橋は普段普通にあるもの

で、それが使えなくなったり、壊れたりするとかは考えたこともないとの事でした。

ですので、そういう方々に対して現状を知ってもらって、今こういう状況にあると、

橋が使えなくなるかもしれない、そういう時にどうしよう、という話を今回のワーク

ショップでできたというのがすごい良かったと思います。 

ワークショップでは色々な意見も出ましたし、これからどうすればいいかというこ

とを一緒に話もできました。話をする機会、意見を言う機会が増えれば、住民の方の
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理解も得られるかと思いますし、協力していただけることもあるかと思いますので、

とてもいいことだと思います。 

飯野委員 長寿命化推進モデルについてですが、対象橋梁１４橋の耐震補強を行うのに、もの

すごい年数がかかるのではと思いました。お金が掛かるのであれば、もう少し数を絞

って進めて行ってもいいのではないかと思います。 

岡田委員 後半の方の意見を聞いていて、市でこういうことをやっていますといった、アピー

ルが少ないのかなと、委員の中でも少ないと思われているということは、市民の方は

ほぼ知らないと思います。災害時の体制強化を狙っているのであれば、やはりもっと

地域の人たちにどんどんアピールして、若い人たちはネットなどで情報を得ることが

できるかと思いますが、そうでない人たちには情報が得ることが難しいと思いますの

で、地元の企業と連携するなどして、情報を発信していったほうがいいのではないか

なと思います。 

井林委員 先ほどからワークショップの話がありまして、確か今日ご欠席の長井先生も中心に

なってやっていたかと思いますが、ある程度まとまりましたら経過を教えていただき

たいというのと、せっかくいい取組なので情報を周知していただきたいと思います。

事務局 

高橋課長 

もともと、ワークショップはＰＩという手法を取り入れて、全市的にこういうこと

を広めていきたいと思って始めてきました。全部で３回行いましたが、まずは１０人

くらいで始めて、前回はいよいよ地元の役員さんにも参加してもらって、地元の方々

からもよかったねと言ってもらえました。 

次の会は実際に利害関係者といいますか、橋を使っている人にも参加してもらおう

かと思っております。徐々に成長させて輪を広げていって、これが何年かかけて全市

的に展開したら、社会インフラについて、総論賛成・各論賛成という風に持っていけ

るかなと思います。 

丸山委員長 こういう活動をしていますというのを市のホームページなどで見られるように、少

なくともその時の写真と、参加者と、こういうことをやりましたといった資料を出し

てＰＲしていくのはすごく有効かなと思いますので、是非ご検討していただけたらと

思います。 

事務局 

高橋課長 

ワークショップにはその都度新しい人が参加していただきますので、その方々への

説明用で毎回かわら版を作っています。そういったものの掲載を今後考えていきたい

と思います。 
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中村委員 「まち」を考えるということが必要になってきている訳なので、橋が無くなったら

寸断され、自分の生活がどうなっていくか考える、いいきっかけになるはずだと思い

ます。なので、橋がきっかけで、「まち」を見ることができるだろうし、「まち」のこ

とを考えると、橋の事をもっと思わなくてはいけないので、そういったいい取組をや

っているということをアピールすることが有効かなという風に思います。 

丸山委員長 ありがとうございました。一通りご意見頂いて、たくさんのご意見が出ましたが、

ほかに何かありますでしょうか。 

綱渕委員 意見といいますか、データの提供です。ご存知の方多いと思うのですが、内閣府が

現在ＳＩＰという取組みを行っています。色々な分野があるのですが、その中でも橋

梁について私も携わっていまして、もう４年目になります。このたび、どこの会社が

どのような橋梁点検をやっているというカタログが出まして、ものすごくいい資料だ

と思いますので、宜しければこれを提供したいと思います。 

事務局 

高橋課長 

ありがとうございます。是非、今後の取組みの参考にさせていただきたいと思いま

す。 

丸山委員長 では予定より時間も少し過ぎましたが、これで議事を終わります。進行を事務局に

お返しします。 

事務局 

渡辺課長補佐 

丸山委員長ありがとうございました。またご出席いただいた皆様、貴重なご意見大

変ありがとうございました。 

本日皆様方からいただきましたご意見は、今後の作業を進める中で参考にさせてい

ただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

それでは以上をもちまして、第５回新潟市橋梁アセットマネジメント委員会を終了

いたします。本日は大変ありがとうございました。 

 以上


